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益田赤十字病院

面会についてのお知らせ

面会時間と面会手続きが変わります
益田赤十字病院では、  11 月 1 日 ㈭  より、患者さまへの面会時間および面会手続きにつきま
して、下記のとおり変更させていただきます。患者さまの療養のためにご協力をお願いします。

　面 会 時 間

　面 会 手 続 き

   14：00～20：00

手 続 窓 口
平 　 　 　 日 ： 総 合 受 付 （③入院案内）
休 日 ・ 夜 間 ： 夜 間 受 付 （防災センター）

手続き方法

窓口で  患者さまのフルネーム  をお伝えください。

確認後、面会証（シール）を渡しますので、受け取った面会

証を見えるところに貼ってください。

衣服が傷つく恐れがある場合は、紐付きケースに貼って首から掛けることもできますので、ご希望の方は
窓口で申し出てください。

※「面会証」がない方は面会できません。面会の都度、手続きを行なってください。
※ 付添いの方は、病棟スタッフステーションで手続きをお願いします。

シール装着時の様子

〔問い合わせ先〕　益田赤十字病院　〒 698-8501　乙吉町イ 103-1　☎ 22-1480（代表）


